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１ はじめに 

 住 民 主 体サ ー ビ ス 事 業 費 補 助金 は 、高 齢 者 等 が 住み 慣 れ た 地 域 に お いて 自 立 し

た 日 常 生 活を 送 る こ と が で き るよ う 、地 域住 民 が 主体 と な っ て 構 成 さ れた 団 体 が 、

生 活 支 援 や介 護 予 防 の た め、高 齢 者 等 の お 宅 に 訪 問し て 行 う 生 活 援 助 や体 操 、運

動 、趣味 活 動 等 の 通 い の 場 を 提供 す る た め に 係 る 経費 の 一 部 を 、団体 に 対 し 、補

助 金 を 交 付し ま す 。  

  

２ 住民主体サービス事業費補助の対象者について 

 住 民 主 体サ ー ビ ス 事 業 費 補 助金 の 対 象 者 は 、 以 下の と お り で す 。  

（ １ ） 要 支援 者 ： 介 護 保 険 法 第 115 条 の 45 第 １ 項 第 1 号 に 規 定 する 居 宅 要 支  

援 被 保 険 者  

（ ２ ）事 業 対 象 者：介 護 保 険 法施 行 規 則 第 140 条 の 62 の ４ 第 2 号 に 規 定 する 第

1 号 被 保険 者  

（ ３ ） 要 介護 者 ： 介 護 保 険 法 第 41 条 第 1 項 に 規定 す る 居 宅 介 護 被 保 険者で 、  

「 要 介 護 認定 に よ る サ ー ビ ス」を 受 け る 前 か ら、市 の 補 助 に よ

り 実 施 さ れる「 訪 問 型・通 所 型 サ ー ビ ス Ｂ」を 継 続 的 に 利 用 す

る も の  

（ ４ ）上 記（ １）～（ ３ ）で サ ー ビス（ 補 助 対 象 事業 ）が 地 域 包 括 支 援セ ン タ ー

等 の 作 成 する ケ ア プ ラ ン に 位 置付 け ら れ て い る 方  

 

３ 補助対象となる住民主体サービスについて 

 住 民 主 体サ ー ビ ス の 事 業 費 補助 金 の 対 象 と な る サー ビ ス は 、以 下 の と お り で す 。 

区 分  対 象 と な る活 動 の 概 要 等  

訪 問 型 サ ービ ス  対 象 者 宅 に訪 問 し て 行 う 生 活 援助 等  

（ 草 取 り 、ゴ ミ 出 し 、掃 除 、電球 交 換 、買 い 物 代 行 等 ） 

通 所 型 サ ービ ス  公 会 堂 な どで 、 対 象 者 を 中 心 に定 期 的 行 う 通 い の 場  

（ 体 操 や 運動 の 活 動 、定 期 的 な交 流 会 、居 場 所 、サロ ン 等 ） 

※ 概 ね 月 １回 以 上 、 １ 回 １ 時 間以 上 の 活 動 を 想 定  

※ た だ し 、 次に 該 当 す る 場 合 は 、補 助 の 対 象 と な り ませ ん 。  

（ １ ） 政 治活 動 又 は 宗 教 活 動 に関 す る も の  
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（ ２ ） 営 利事 業 又 は こ れ に 類 似す る も の  

（ ３ ） 事 業の 立 ち 上 げ に お い て、 袋 井 市 特 色 あ る 地域 づ く り 交 付 金 交 付要 綱  

  の 規 定に よ る 補 助 金 を 受 けた 、 又 は 受 け る 予 定の あ る 事 業  

 

４ 住民主体サービスの補助対象となる団体について 

 住 民 主 体サ ー ビ ス 事 業 費 補 助金 の 対 象 と な る 団 体は 、次 の い ず れ の 要件 を 満 た

す も の 。  

（ １ ） 市 内 に 活 動の 拠 点 を 置 き 、 市 内で 活 動 を 行 っ て い る団 体 又 は 実 施 予 定  

の 団 体   

（ ２ ） 公 益に 資 す る 活 動 を 行 う団 体 で 市 ⾧ が 適 当 と認 め る 団 体 

（ ３ ） 暴 力団 等 の 反 社 会 的 勢 力と 関 係 を 有 し て い ない こ と  

 

５ 補助対象となる経費について 

 団 体 の 補助 事 業 の 立 ち 上 げ 及び 運 営 に 要 す る 経 費で 、 以 下 の と お り です 。  

区 分  対 象 経 費 の例  

謝 礼  ボ ラ ン テ ィア 活 動 に 対 す る 謝 礼金 、サ ー ビ ス の 利 用調 整 に

伴 う 人 件 費 等  

消 耗 品 費  会 議 資 料 、事 務 用 品  等  

印 刷 製 本 費  資 料 コ ピ ー代  等  

光 熱 水 費  事 業 実 施 場所 の 水 道 料 、 電 気 料 等  

修 繕 費  手 す り や スロ ー プ の 設 置  等  

通 信 運 搬 費  郵 便 代 、 切手 代  等  

手 数 料  振 込 手 数 料 等  

保 険 料  事 業 実 施 に係 る ボ ラ ン テ ィ ア 等に 対 す る 保 険 料  

使 用 料 及 び賃 借 料  活 動 の 場 所の 借 上 料 、 備 品 等 のリ ー ス 料  等  

備 品 購 入 費  事 業 実 施 のみ に 必 要 不 可 欠 な 備品  

※ 対 象 と なら な い 経 費 （ 直 接 支援 に 関 係 な い 経 費 ）  

（ １ ） 直 接支 援 に 関 係 な い 従 業員 の 募 集 に 要 す る 費用  

（ ２ ） 広 告、 宣 伝 に 要 す る 費 用  
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（ ３ ） 食 糧費  

（ ４ ） 大 規模 な 修 繕 に 係 る 工 事請 負 費   

 

６ 補助金の額について 

 住 民 主 体サ ー ビ ス 事 業 費 補 助金 の 額 は 、 以 下 の とお り で す 。 

 な お、補 助 金 の 額 に 1,000 円 未満 の 端 数 が 生 じ たと き は 、そ の 端 数 を切 り 捨 て

る も の と しま す 。  

区 分  
補 助 金 額  

立 上 げ 経 費  運 営 経 費  

訪 問 型  

サ ー ビ ス  

100,000 円 ※ 1 

(初 年 度 の み ) 

(１ )と (２ )を 比 較 し て 、 い ず れか 少 な い 額  

( １ ) 当 該 年 度 の 立 上 げ 及 び 運 営 に 要 す る 経 費 か

ら､当 該 事 業 に お け る 収 入 等 を差 し 引 い た 額 ※ 2 

(２ )利 用 者 １ 人に つ き 、 １ 時 間当 た り 2,000 円 を

乗 じ た 額  

通 所 型  

サ ー ビ ス  

(１ )と (２ )を 比 較 し て 、 い ず れか 少 な い 額  

( １ ) 当 該 年 度 の 立 上 げ 及 び 運 営 に 要 す る 経 費 か

ら､当 該 事 業 に お け る 収 入 等 を差 し 引 い た 額 ※ 2 

(２ )当 該 年 度 のサ ー ビ ス 提 供 回数 に 1,000 円を 乗

じ た 額  

※ 1  特 色 あ る 地 域 づ く り 交 付 金を 受 け て い る 場 合 は対 象 外  
※ 2  サ ー ビ ス 事 業 利 用 者 の 半 数 以 上 が 実 利 用 者 で あ る 場 合 に は そ の 経 費 全 体 と

し、実 利 用 者 が 半 数 を 下 回 る 場合 に は 利 用 者 の 人 数で 案 分 し て 算 出 し た経 費 と
す る 。  

 

【 実 利 用 者に つ い て 】  

 実 利 用 者と は 、当 該 住 民 主 体サ ー ビ ス の 利 用 者 のう ち 、当 該 住 民 主 体サ ー ビ ス

の 利 用 が ケア プ ラ ン に 位 置 付 けら れ て い る 要 支 援 者及 び 事 業 対 象 者、要 介 護 者 で 、

「 要 介 護 認定 に よ る サ ー ビ ス」を 受 け る 前 か ら、市 の 補 助 に よ り 実 施 され る「 住

民 主 体 サ ー ビ ス （ 訪 問 型 ・ 通 所 型 サ ー ビ ス Ｂ ）」 を 継 続 的 に 利 用 す る 者 の人 数 で

す。要 支 援 者 及 び 事 業 対 象 者 等で あ っ て も ケ ア プ ラン に 位 置 づ け ら れ てい な い 場

合 は 、 実 利用 者 数 に 含 め る こ とが で き ま せ ん 。  
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※ ③ の 要 介 護 者 と は 、「 要 介 護 認 定 に よ る サ ー ビ ス 」 を 受 け る 前 か ら 、 市 の 補 助

に よ り 実 施 さ れ る 「 住 民 主 体 サ ー ビ ス （ 訪 問 型 ・ 通 所 型 サ ー ビ ス Ｂ ）」 を 継 続 的

に 利 用 す る者  

 

７ 補助金額の算出方法について 

 「 ５ 対 象 と な る 経 費 に つ い て」や「６ 補 助 金 の 額に つ い て 」等 を 十 分 に 確 認 し 、

補 助 金 額 を算 出 し て く だ さ い 。  

【 例 ： 訪 問型 サ ー ビ ス （ 生 活 支援 活 動 ）】  

（ １ ） 運 営に 要 す る 経 費 か ら､当 該 事 業 に お け る 収入 等 を 差 し 引 い た 額  

 

 

 

                           

他補助金 収入 運営補助の上限額

30,000円 20,000円 450,000円年間500,000円
− − ＝

対象経費
（全体経費−対象外経費）

サービス利用者

実利用者

要支援者

ケアプラン

位置づけ有

事業対象者

ケアプラン

位置づけ有

要介護者※

ケアプラン

位置づけ有

要支援者

ケアプラン

位置づけ無

事業対象者

ケアプラン

位置づけ無

その他高齢者

（要介護者等）

ケアプラン

位置づけ無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

利 用 者 按 分  
40%①  

【補助対象となる要介護者】 ･･･対象  ･･･対象外

要介護者が、以前から住民主体サービスを利用し、引き続きサービスＢを利用する場合

サービスＢ開始後に、新たに要介護となり、サービス
Ｂを新規に利用する場合

新たに要介護となり、サービスＢを継続して利用す
る場合

要支援者

事業対象者

その他高齢者（要介護者除く）

住民主体によるサービス
（生活支援や居場所など） 市の補助により実施される「訪問型・通所型サービスＢ」

要介護者が、以前からサービスを利用し、引き続きサービ
スＢを利用する場合

要介護から要支援に変更となり、引
き続きサービスＢを利用する場合
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 サ ー ビ ス 利 用 状 況                     

運 営 補 助 の上 限 額  

450,000 円×40％  

(1)180,000 円  

※ 要 支 援 者、 事 業 対 象 者 、 要 介護 者 が 実 際 に 利 用 した 割 合 は …① 

 （ 半 数 を超 え る 場 合 は 、 按 分前 の 運 営 補 助 の 上 限額 と な る ）  

（ ２ ） 利 用者 １ 人 に つ き 、 １ 時間 当 た り 2,000 円 を乗 じ た 額  

    

 

 

 

８ 事務手続きの流れについて 

 補 助 金 が支 払 わ れ る ま で の 基本 的 な 流 れ は 、 次 のと お り で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実利用者へ サービス提供回数
のサービス に応じた金額

②50時間 2,000円 (2)100,000円

１時間当たり
× ＝

要支援 事業対象 要介護 対象者計Ｂ

利用者数 50人 10人 5人 5人 20人 40％①

サービス時間 80時間 30時間 15時間 5時間 50時間②

全利用者
Ａ

割合
B/Ａ

補助金の額
（１）＞（２）

100,000円

①  事 前 準 備 （ 団 体 内 で の 検 討 、 要 支 援 者 及 び 事 業 対 象 者 の 把 握 な ど ）  

②  補 助 金 交 付 申 請 （ 事 業 計 画 書 、 収 支 予 算 書 な ど ）  

③  サ ー ビ ス 開 始  

④  変 更 承 認 申 請 （ 変 更 事 業 計 画 書 、 変 更 収 支 予 算 書 な ど ）  

⑤  実 績 報 告 （ 事 業 決 算 書 、 収 支 決 算 書 な ど ）  

⑥  補 助 金 請 求 （ 請 求 書 ）  

補 助 金 交 付 決 定  

補 助 金 交 付 確 定  

補 助 金 変 更 交 付 決 定  

補 助 金 支 払 い  

P７  

P８  

P８  

P９  

P９  

P８  
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①  事前準備（団体内での検討、要支援者及び事業対象者の把握など） 

高 齢 者 の 生活 ニ ー ズ を 把 握 し 、継 続 可 能 な サ ー ビ スを 提 供 で き る 体 制 を整 え る

こ と が、重 要 と な り ま す の で、十 分 な 検 討 を 行 い、余 裕 を も っ て 事 前 準備 を 行 っ

て く だ さ い。  

 ・ 継 続 的な サ ー ビ ス 提 供 を 行う た め に 事 業 内 容 の検 討 は も ち ろ ん 、 利用 者 負  

担 額 や ボ ラン テ ィ ア へ の 謝 礼 金は い く ら に す る か など も 検 討 し ま し ょ う。  

 ・ 補 助 金を 活 用 す る 場 合 は 、申 請 書 類 や 各 種 資 料の 作 成 、 実 績 管 理 など の 事  

務 処 理 も 必要 に な り ま す 。  

 ・適 切に 事 業 を 行 う た め に は、必 要 に 応 じ て 、団 体 規 約 の 整 備 、団体 名 義 の 通  

帳 の 用 意、利 用 規 約・各 種 名簿（ 団 体 構 成 員 、利用 者 ）の 整 備 、サ ービ ス 内  

容 の 説 明 書な ど の 資 料 を 作 成 しま し ょ う 。  

 ・サー ビ ス を 継 続 す る た め には 、あ る 程 度 の ボ ラン テ ィ ア や 利 用 者 が必 要 と な  

  り ま すの で 、回 覧 板 の 活 用や チ ラ シ の 配 布、自 治 会 等 の 協 力 を 得 るな ど 、ボ  

ラ ン テ ィ アや 利 用 者 の 募 集 を しま し ょ う 。  

 ・要支 援 者 や 事 業 対 象 者 な どの 把 握 を し ま し ょ う。利 用 者 の 状 況 は、介 護 保 険  

  証 で 確認 す る こ と が で き ます 。  

 介 護 保 険 証 を 持 っ て い な い

方 に 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト を 実

施 す る 場 合、地 域 を 担 当 す る 地

域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 相 談 す

る こ と で、事 業 対 象 者 に 該 当 す

る か の 確 認が で き ま す 。  

 ・ 地 域 包括 支 援 セ ン タ ー 等 に依 頼 し て 要 支 援 者 及び 事 業 対 象 者 等 の ケア マ ネ  

  ジ メ ント を 実 施 し て も ら い、 住 民 主 体 サ ー ビ スの 利 用 を ケ ア プ ラ ンに 位 置 

付 け て も らい ま し ょ う 。  

 ・ ケ ア プラ ン に 住 民 主 体 サ ービ ス の 利 用  

が 位 置 付 けら れ て い な い 要 支 援者 や 事  

業 対 象 者 等は 、 限 度 額 算 出 に 用い る 実  

利 用 者 数 に含 め る こ と が で き ませ ん 。  

  

介護保険証

の有無

有

有

有

有

無

事業対象者

要介護１～５

要介護１～５

−

該当状況

要支援者

事業対象者

要介護者（継続）

その他

その他

介護保険証の

要介護状況区分

要支援１･２
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②  補助金交付申請（事業計画書、収支予算書など） 

補 助 金 の 申請 は 、次 の 書 類 を 提出 し て く だ さ い。申 請 内 容 を 審 査 し、補 助 金 を

交 付 す べ きで あ る と 認 め ら れ たと き は 、補 助 金 交 付決 定 通 知 書 に よ り 通知 さ れ ま

す 。  

（ １ ） 補 助金 交 付 申 請 書  

（ ２ ） 事 業計 画 書  

（ ３ ） 収 支予 算 書  

（ ４ ） そ の他 市 ⾧ が 必 要 と 認 める 書 類 （ 団 体 の 概 要が 分 か る 書 類 な ど ） 

・ 申 請 内 容に よ っ て は 、 補 足 資料 等 の 審 査 に 必 要 な資 料 の 提 出 を 求 め るこ と が  

あ り ま す。ま た 、ケ ア プ ラ ン の提 出 は 求 め ま せ ん が、団 体 で コ ピ ー を 保管 す る  

な ど 適 正 に管 理 し て く だ さ い 。  

 

③  サービス開始 

補 助 金 交 付決 定 通 知 書 に 記 載 され た 交 付 の 条 件 を 守り 、適 切 な サ ー ビ ス提 供 を

行 っ て く ださ い 。  

ま た 、実 績 報 告の 際 に は 、ど の よ うな 人 が い つ 、何 回 サー ビ ス を 利 用 した の か 、  

合 計 で 何 人利 用 し た の か な ど、詳 細 な 資 料 を 求 め るこ と が あ り ま す の で、利 用 者

等 の 適 正 な管 理 を 行 う よ う に して く だ さ い 。  

 

④  変更承認申請 

申 請 内 容 （実 施 期 間 、 事 業 内 容等 ） を 変 更 す る 場 合は 、 次 の 書 類 を 提 出し て  

く だ さ い。申 請 内 容 を 審 査 し、適 当 で あ る と 認 め られ た と き は 、補助 金 変 更 交 付

決 定 通 知 書に よ り 通 知 さ れ ま す。  

（ １ ） 変 更承 認 申 請 書  

（ ２ ） 変 更事 業 計 画 書  

（ ３ ） 変 更収 支 予 算 書  

（ ４ ） そ の他 市 ⾧ が 必 要 と 認 める 書 類（ 変 更 点 が 分か る 書 類 な ど ）  

 

 

 



- 9 - 
 

⑤  実績報告（事業決算書、収支決算書など） 

補 助 事 業 の完 了 後 、次 の 書 類 を提 出 し 、実 績 の 報 告を し て く だ さ い 。報 告 内 容

を 審 査 し、適 当 で あ る と 認 め られ た と き は 、補助 金 交 付 確 定 書 に よ り 通知 さ れ ま

す 。  

（ １ ） 住 民主 体 サ ー ビ ス 実 績 報告 書 

（ ２ ） 事 業決 算 書  

（ ３ ） 収 支決 算 書  

（ ４ ） そ の他 市 ⾧ が 必 要 と 認 める 書 類 （ 対 象 経 費 の金 額 を 証 す る 書 類 など ） 

・ 領 収 書 の宛 名 が 団 体 名 で な いも の は 対 象 経 費 と して 認 め ら れ ま せ ん 。  

・ 領 収 書 には 、 具 体 的 な 品 目 名を 記 載 し て く だ さ い。  

・レ シ ー ト の 場 合 は 、品 目 、数 量 、金 額 、日 付 等 が 分 かる も の に つ い ては 、領 収  

書 の 代 わ りと し て 取 り 扱 い ま す。  

 

⑥  補助金請求 

補 助 金 の 請求 は 、 次 の 書 類 を 提出 し て く だ さ い 。  

（ １ ） 請 求書  

・ 補 助 金 の振 込 先 は 、 原 則 と して 、 団 体 名 義 の 口 座と し て く だ さ い 。  

・口 座 名 義 や 番 号等 の 間 違 い は、支 払 い の 遅 延 の 原因 と な り ま す の で、誤 り の な  

い よ う に ご注 意 く だ さ い 。  

 

９ その他  

・ サ ー ビ スを 休 止 や 廃 止 す る 場合 は 、 利 用 者 や 地 域包 括 支 援 セ ン タ ー 等に は 、  

必 ず 事 前 に十 分 な 説 明 を 行 い 、不 都 合 が な い よ う 対応 し て く だ さ い 。  

・ 補 助 金 実施 団 体 が 補 助 事 業 に関 し て 不 正 や 不 適 切な 行 為 が あ っ た 場 合に は 、  

補 助 金 の 変更 や 取 り 消 し と な りま す の で 、 ご 注 意 願い ま す 。  

・ 補 助 金 交付 の 目 的 を 達 成 す るた め に 必 要 が あ る 場合 に は 、 調 査 を 行 うこ と が  

あ り ま す の で 、 調 査 の 際 は 、 各 種 資 料 の 作 成 や 提 出 に ご 協 力 を お 願 い し ま す 。 

・ 補 助 金 交付 団 体 の 活 動 状 況 等を 各 種 会 議 や 市 ホ ーム ペ ー ジ 等 で 公 表 させ て い  

た だ く こ とが あ り ま す 。  
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10 各種様式の記入例について  
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